
担い手確保・経営強化支援事業

国内外の様々な経営環境の変化に対応し得る農業経営への転換を

図ろうとする地域の中核となる担い手に対し、必要な農業用機械・

施設等の導入等を支援するとともに、令和６年度においては、地域

計画の早期実現に向け、農地の引受け力の向上等に取り組む場合の

支援を充実します。
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地域計画が策定されている地域において、将来の労働力不足に対応する取組や、
環境への負荷を低減し生産の持続可能性を高める取組など意欲的な取組により、経
営構造の転換・経営の発展を図ろうとする地域の中核となる担い手が、融資を活用
するなどして農業用機械・施設を導入する際、助成金を交付することにより主体的
な経営転換・発展を支援します。

併せて、融資の円滑化等を図るため、農業信用基金協会の金融機関への債務保証
（経営体の信用保証）を支援します（「(１)事業実施地区及び助成対象者について」の市町村

が認める者に該当する者は対象外です）。
詳細は、市町村にご確認ください。

（助成金の上限金額：個人1,500万円、法人3,000万円）

取得価格3,000万円（税込）
助成金額 最大1,500万円（補助率1/2以内）

融資を活用して、ハウスとトラクターを整
備（取得価格3,000万円）する場合、最大で
1,500万円の助成を受けることができます。

自己資金や融資枠が不足している場合でも、
経営発展に必要な投資を行うことが可能にな
ります。

(１) 事業実施地区及び助成対象者について

事業実施地区は原則として、地域計画が策定されている地域です。（担い手支援計画
の承認を受ける年度に地域計画の策定が確実であると市町村が認める地域を含む。）

【助成対象者】
地域計画のうち目標地図に位置付けられた者であって、かつ認定農業者、認定

就農者、集落営農組織、市町村基本構想に示す目標水準を達成している者、市町
村が認める者

１

担い手確保・経営強化支援事業のうち

担い手確保・経営強化支援対策

担い手確保・経営強化支
援対策は、昨年度から事業
実施地区と助成対象者の要
件が変更されています。



(２) 助成対象となる事業内容について

助成対象となる事業内容は以下のとおりです。

農産物の生産、加工、流通、販売その他農業経営の開始若しくは経営の改善に必
要な機械又は施設の導入・整備等

例えば、
・トラクター、⽥植機、コンバインなどの農業⽤機械の取得
・乾燥調製施設（乾燥機）、集出荷施設（選果機）、農畜産
物加⼯施設（加⼯設備）など設備の取得

・ビニールハウスの整備
などが⽀援の対象となります。

事業内容の主な要件
・ 事業費が整備内容ごとに50万円以上であること
・ 事業の対象となる機械等は、新品の法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下

のものであること
・ 運搬用トラック、パソコン、倉庫等、農業経営の用途以外の用途に容易に供さ

れるような汎用性の高いものでないこと
・ 成果目標の達成に直接に関連するものであること
・ 園芸施設共済、農機具共済の加入等、自然災害による被災に備えた措置がされ

るものであること 等
※ 中古機械及び中古施設にあっては、上記の要件に加え、使用可能と認められる年数が２年以上のものである

こと

～優先枠について～

○省力化農業転換優先枠
省力化農業への転換を支援するため、スマート農業技術活用促進法の生産方式革新実施計画の取

組に必要な機械等の事業費が全体事業費の２分の１を超える場合、又は以下の対象機械の事業費
が全体事業費の２分の１を超える場合に、優先枠の対象として支援します。

①農業用機械の自動操舵システム、②農薬散布等無人航空機、
③水田の高度水管理システム、④自動収穫・選果作業機、
⑤牛個体管理システム 等

○みどり農業推進優先枠
環境への負荷を低減し生産の持続可能性を高める取組を支援するため、以下の対象機械等の事業

費が全体事業費の２分の１を超える場合に、優先枠の対象として支援します。

① みどりの食料システム法に基づく環境負荷低減事業活動実施計画及び特定環境負荷低減事業
活動実施計画の認定を受けている場合、当該計画に関連する機械等

② 化石燃料使用量の15％以上の削減を図る機械等
③ 化学肥料使用量の20％以上の削減を図る機械等

２

導入する機械等については、上記のほか、一定の条件がありま
すので、市町村にお問い合わせください。

また、導入する機械等の能力・規模は、計画する経営規模等に
照らして適切なものとしてください。



法人：3,000万円、法人以外の者：1,500万円、市町村が認める者：100万円 ３

(３) 成果目標について

助成対象者は、翌々年度の成果目標を設定し、達成に向けた取組をします。

(５) 助成金の算定方法について

本対策においては、個々の事業内容ごとに以下の①～③（市町村が認める者は、 ①
又は③）により算定した額のうち一番低い額が助成金額となります。

［必須目標］
「付加価値額の１割以上の拡大」（市町村が認める者は「付加価値額の拡大」）
※付加価値額とは、収入総額から費用総額を控除した額に人件費を加えた額です。

［選択目標］（ポイント化した取組に基づき設定）
経営面積の拡大、農産物の価値向上、農業経営の複合化、農業経営の法人化、環境

配慮の取組、輸出の取組等

① ＝ 事業費 × 1/2
② ＝ 融資額（機械等の導入に当たって融資を受ける額）

③ ＝ 事業費 － 融資額 － 地方公共団体等による助成額

ハウスとトラクター（導入費用3,000万円）を、金融機関から1,400万円の融資、
Ａ農協から300万円の助成を受けて整備する場合は、

① ＝ 1,500万円 （3,000万円（事業費）×1/2）
② ＝ 1,400万円 （融資額）
③ ＝ 1,300万円 （3,000万円（事業費）- 1,400万円（融資額）

- 300万円（A農協からの助成額））
となり、一番低い③の1,300万円が助成金額となります。

(４) 融資の活用について

本対策は機械等の導入に当たって融資を活用することが必要です（市町村が認める
者は除きます。）。

活用する融資は、以下の機関が貸し付けを行う資金です。
・農業協同組合、農業協同組合連合会、農林中央金庫、(株)日本政策金融公庫、

沖縄振興開発金融公庫、（株）商工中金、（独）奄美群島振興開発基金、銀行、
信用金庫、信用組合、都道府県

(６)助成金の配分について

〇 本対策は、応募される農業者の取組や地域の取組をポイント化し、ポイントの高
い農業者から配分対象とし、事業実施地区の配分額を算定します。農業者の取組に
係るポイントの詳細は市町村にご確認ください。

〇 配分対象農業者毎の助成金の配分上限額は、以下のとおりです。



（１）事業実施地区について

（２）助成対象者について

本事業の支援の対象となる経営体は、以下のとおりです。
ただし、新規に就農した方は認定農業者又は認定就農者に限ります。

地域計画のうち目標地図に位置付けられた者
（認定農業者、認定就農者、集落営農組織、市町村基本構想に示す目標所得水準を

達成している農業者及び市町村が認める者をいい、目標地図に位置付けられるこ
とが確実であると事業実施主体（市町村）が認める者を含む。）

事業実施地区は、地域計画が策定されている地域であって、地域計画における担い
手への農地の目標集積率が以下の要件を満たすものである必要があります。
（該当するかどうかは市町村の農政担当部局へお問い合わせください。）

（３）支援の対象となる事業内容について

支援の対象となる事業内容は、以下①・②のとおりです。
①と②の事業は、いずれか１つしか実施することはできません。

①［購入］
農産物の生産、加工、流通その他農業経営の開始若しくは経営の改善に必要な農業

用機械又は施設の導入・整備等

例えば、

・ トラクター、田植機、コンバインなどの農業用機械の取得
・ 乾燥調製施設（乾燥機）、集出荷施設（選果機）などの施設の取得
・ ビニールハウスの整備
・ 畦畔の除去、明きょ・暗きょ排水の整備などの農地等の改良

などが支援の対象となります。

① 目標集積率が現状集積率を下回らないこと。
② 目標集積率が６割以上であること。ただし、都府県の中山間地域である場合に
は、５割以上であること。

なお、将来像が明確化された地域計画（目標集積率８割以上かつ受け手不在農地の
割合１割未満 等）が策定されている地域については、優先枠を設けて支援します。

担い手確保・経営強化支援事業のうち

地域農業構造転換支援対策

担い手確保・経営強化支援事業のうち

地域農業構造転換支援対策
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成果⽬標（３年後）

現状経営⾯積

２

事業内容の主な要件
本対策の事業内容は担い手確保・経営強化支援対策と同じですが、リース導入する

場合は以下に留意してください。
・ リースは農業用機械に限る（施設は対象となりません）
・ リース期間は３年以上、法定耐用年数以内であること
・ リース期間が終了した後に、地域計画等において成果目標から更に地区内で経営

面積３割又は10ha以上拡大することが確認できること 等

(４) 成果目標について

助成対象者は、翌々年度の成果目標を設定し、達成に向けた取組をします。

［必須目標］
「事業実施地区内での経営面積の３割又は４ha以上拡大」

［選択目標］（ポイント化した取組に基づき設定）
付加価値額の拡大、経営面積の拡大、農産物の価値向上、農業経営の複合化、農業

経営の法人化、環境配慮の取組、輸出の取組等

本対策のリースは、いわゆるファイナンシャルリースと⾔われる
全額⽀払いの形態に限りません。使⽤期間分の価格を⽀払う残価設
定型のリース形態も対象となります。

リース期間

（３〜７年）

地域計画の集積⾯積（10年後）

＜経営⾯積のイメージ＞

リース期間終了後の
更なる規模拡⼤⽬標

※ リース期間終了後の更なる規模拡⼤⽬標
が地域計画等で確認できること

事業実施地区での経営⾯
積の３割以上⼜は４ha
以上拡⼤

事業実施地区での経営⾯積
が成果⽬標から更に３割以
上⼜は10ha以上拡⼤

購⼊⽀援の場合は、更
なる規模拡⼤⽬標の確認
は必要ありません。

成果⽬標である３割⼜は
４ha以上の拡⼤は、⽬標年
度である翌々年度（３年
後）の⽬標になります。

②［リース導入］



３

本事業は市町村が行う助成事業を補助する事業です。

事業の詳細については、助成事業を行う市町村の農政担当部局又は都道府県
の農政部局、以下の農政局等へお問い合わせ下さい。

【地方農政局等連絡先】

東北農政局 経営・事業支援部経営支援課 022-263-1111（内線4546）
関東農政局 経営・事業支援部経営支援課 048-600-0600（内線3839）
北陸農政局 経営・事業支援部経営支援課 076-263-2161（内線3947）
東海農政局 経営・事業支援部経営支援課 052-201-7271（内線2356）
近畿農政局 経営・事業支援部経営支援課 075-451-9161（内線2797）
中国四国農政局 経営・事業支援部経営支援課 086-224-4511（内線2496）
九州農政局 経営・事業支援部経営支援課 096-211-9111（内線4498）
内閣府沖縄総合事務局 農林水産部経営課 098-866-1628（直通）
農林水産省経営局経営政策課 担い手総合対策室 03-3502-6444（直通）

法人であるか否かを問わず：1,500万円、市町村が認める者：100万円

(７)助成金の配分について

〇 本対策においても、応募される農業者の取組や地域の取組をポイント化し、ポイ
ントの高い農業者から配分対象とし、事業実施地区の配分額を算定します。農業者
の取組に係るポイントの詳細は市町村にご確認ください。

〇 配分対象農業者毎の助成金の配分上限額は、以下のとおりです。

(６) 助成金の算定方法について

〇 購 入：事業費 × 3/10
〇 リース導入：リース物件購入価格（税抜き） × 3/7

（リース期間が4年未満の場合は、リース物件購入価格（税抜き） × （リース期
間（１か月未満は切り捨て）/７年間）×０．７５

※ リース導⼊の場合は農業者とリース事業者が共同申請し、リース初年度（事業
実施年度）にリース事業者へ助成⾦が⽀払われます。

(５) 融資の活用について

融資の活用は必須ではありません。


